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美瑛町税条例等の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地方税法施行令

等の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）及び地方税法施行規則の

一部を改正する省令（令和２年総務省令第２１号）が令和２年３月３１日に、

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）、地方税法施行令

の一部を改正する政令（令和２年政令第１６１号）及び地方税法施行規則の一

部を改正する省令（令和２年総務省令第４９号）が令和２年４月３０日に公布

されたことに伴い、本条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）町民税 

①未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の改正 

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間

の不公平感」を同時に解消するための税制上の措置が講じられたことに伴

い規定の整備を行うもの。 

（第２４条第１項第２号、第３４条の２の改正規定（第１条）） 

令和３年１月１日施行 

（令和元年改正条例第９号の改正規定（第５条）） 

令和２年４月１日適用 

②法人の均等割税率の改正 

法人税法において通算法人ごとに申告等を行うこととする（連結納税廃

止）ことに伴う規定の整理がされたことに伴い規定の整備を行うもの。 

（第３１条の改正規定（第４条）） 

令和４年４月１日施行 

③個人町民税に係る給与所得者等の扶養親族申告書の提出義務の改正 

年末調整の適用を受ける納税義務者が町民税の申告書を提出する場合に

おいて、記載事項の一部を簡素化されたことに伴う規定の整備を行うもの。 
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ア 個人町民税に係る給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合にお

いてその旨の記載を不要とされたことに伴う規定の整備を行うもの。 

   イ 個人町民税に係る公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場

合においてその旨の記載を不要とされたことに伴う規定の整備を行う

もの。  

    （第３６条の３の２、第３６条の３の３の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

④法人町民税の申告納付の改正 

ア 通算法人について課税標準を法人税額とする（個別帰属法人税額の

廃止）ことに伴う規定の削除に伴い規定の整備を行うもの。 

イ 法人税において通算法人ごとの申告を行うこととする（連結納税の

廃止）ことに伴う規定の整備を行うもの。 

（第４８条の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

（第４８条の改正規定（第４条）） 

令和４年４月１日施行 

⑤肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税特例の延長 

中央卸市場等一定の市場を通じて肉用牛を売却された場合において事業

税所得に係る課税の特例措置が３年延長されたため規定の整備を行うもの。 

（附則第８条の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

⑥優良住宅地の造成のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町

民税課税特例の延長 

個人が一定の優良住宅地等の造成等のため、所有期間５年を超える土地等

を国又は市町村に譲渡した場合における所得割の特例措置について適用期

間を昭和６３年度から令和２年度を昭和６３年度から令和５年度に改正さ

れたため規定の整備を行うもの。 

（附則第１７条の２の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 
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⑦新型コロナウイルス感染症特例法に規定する徴収猶予の特例の創設 

新型コロナウイルス感染症等により相当な収入の減少があり納付が困難

と認められる者の猶予を拡張することで、納税者の負担軽減を図る規定の

整備を行うもの。 

（附則第２３条の改正規定（第２条）） 

公布日施行 

 ⑧新型コロナウイルス感染症特例法に規定する税額控除の特例の創設 

ア 新型コロナウイルス感染症特例法に規定する指定行事のうち中止若

しくは延期等した主催者に対し、入場料金、参加料などの払戻請求権

の全部又は一部の放棄を指定期間内にした金額を寄付金控除の対象と

する規定の整備を行うもの。 

イ 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感

染症特例法の規定の適用を受けた場合、住宅借入金等の控除の適用期

間を１年延長する規定の整備を行うもの。 

 （附則第２４条、附則第２５条の改正規定（第３条）） 

令和３年１月１日施行 

（２）固定資産税 

①固定資産税の納税義務者等に現所有者の申告規定の創設 

所有者不明土地等に係る固定資産税の課税の課題に対応するため、所有

者情報の円滑な把握や公平性の確保から、現に所有している者（相続人等）

の申告の制度化及び使用者を所有者とみなす制度の拡大に伴う規定の整備

を行うもの。 

（第５４条第５項、第７４条の３の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

②中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽

減措置 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳

しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家

屋に係る固定資産税の負担を軽減する規定の整備を行うもの。 

（附則第１０条の改正規定（第３条）） 
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令和３年１月１日施行 

③生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う

中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築

物を加えたことに伴う規定の整備を行うもの。 

（附則第１０条の２の改正規定（第２条）） 

公布日施行 

 

（３）たばこ税 

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しによる改正 

国のたばこ税と同様、軽量な葉巻たばこ（１本当たりの重量が１グラム

未満）１本を紙巻たばこ１本に換算する方法とする整備がされたことに伴

う規定の整備を行うもの。 

（第９４条の改正規定（第１条）） 

令和２年１０月１日施行 

（第９６条の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

（第９４条の改正規定（第４条）） 

令和３年１０月１日施行 

（４）軽自動車税 

軽自動車税の環境性能割の非課税期間の改正 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置が納税者に

及ぼす影響の緩和を図るため、軽自動車税の環境性能割の非課税の期間を

令和２年９月３０日から６ケ月延長し、令和３年３月３１日に変更する規

定の整備を行うもの。   

（第１５条の２の改正規定（第２条）） 

公布日施行 

（５）その他地方税法の改正等に伴う条文整備 

（第３６条の２、第４８条２項、第５４条第２項・４項・第６～第８項、

第６１条、第６１条の２、第７５条、第９８条、第１３１条、附則第
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１０条、附則第１０条の２、附則第１２条、附則第１３条、附則第 

１５条の改正規定（第１条）） 

令和２年４月１日適用 

（附則第１０条、附則第１０条の２の改正規定（第３条）） 

公布日施行 

（附則第１７条の改正規定（第１条）） 

令和２年１０月１日施行 

（附則第３条の２、附則第４条の改正規定（第１条）及び第１０条の改

正規定（第２条））  

令和３年１月１日施行 

（第１９条、第２０条、第２３条、第４８条、第５０条、第５２条、附

則第３条の２の改正規定（第４条）） 

令和４年４月１日施行 
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新 旧 

第１条～第２３条 【略】                   

（個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税 

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により    

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を、課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者に

ついては、この限りではない。 

（１） 【略】 

（２） 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者の前年

の合計所得金額が１３５万円を超える場合を除く。） 

２ 【略】 

第２５条～第３４条 【略】 

（所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第１１項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控

除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶

養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第２項、第６

項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の前年の

所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。 

第３４条の３～第３６条 【略】 

（町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま 

第１条～第２３条 【略】 

（個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除 

く。）を、課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りではない。 

（１） 【略】 

（２） 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫  （これらの者の前年

の合計所得金額が１３５万円を超える場合を除く。） 

２ 【略】 

第２５条～第３４条 【略】 

（所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号

のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及び第３

項から第１２項までの規定により雑損控除額、医療費控除額、社

会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除

額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡婦（寡夫）控除額   

  、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶

養控除額を、所得割の納税義務者については、同条第２項、第７

項及び第１２項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の前年の

所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金

額から控除する。 

第３４条の３～第３６条 【略】 

（町民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は、３月１５日ま 
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新 旧 

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学

生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第３３号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）若しくは

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純

損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３

項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する

特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項におい

て同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄（二）

に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

２～１０ 【略】 

法第３６条の３ 【略】 

でに、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を町長に提

出しなければならない。ただし、法第３１７条の６第１項又は第

４項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提

出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的年金

等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共

済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学

生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第３３号の

４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）若しくは

法第３１４条の２第５項に規定する扶養控除額の控除又はこれら

と併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３１３条

第８項に規定する純損失の金額の控除、同条第９項に規定する純

損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第３４条の７第１項

（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３

項に規定する認定特定非営利活動法人及び同条第４項に規定する

特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。第６項におい

て同じ。）に係る部分を除く。）及び第２項の規定により控除す

べき金額（以下この条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第

２項に規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄（二）

に掲げる者を除く。）については、この限りでない。 

２～１０ 【略】 

法第３６条の３ 【略】 
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（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族申告書 ） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で町内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、町長に提出しなければならない。 

（１）～（２） 【略】 

                               

     

（３） その他施行規則で定める事項 

２～５ 【略】 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書 ） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同

項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象

扶養親族を除く。）を有する者                

（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で町内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下こ

の条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ

（個人の町民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で町内に住所を有するものは、当該

申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者

（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初に

給与の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところに

より、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経

由して、町長に提出しなければならない。 

（１）～（２） 【略】 

（３） 当該給与所得者が単身児童扶養者に該当する場合には、そ

の旨 

（４） その他施行規則で定める事項 

２～５ 【略】 

（個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同

項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地

において同項に規定する公的年金等（所得税法第２０３条の７の

規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象

扶養親族を除く。）を有する者若しくは単身児童扶養者である者

（以下この条において「公的年金等受給者」という。）で町内に

住所を有するものは、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下こ

の条において「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公

的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるとこ
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ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、町長に提出しなければならない。 

（１）～（２）【略】 

                               

       

（３） その他施行規則で定める事項 

２～５ 【略】 

第３６条の４～第４７条の６ 【略】 

（法人の町民税の申告納付） 

第４８条 【略】 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法 

人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措

置法第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項

及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８

第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

３～９ 【略】 

第４９条～第５３条の１２ 【略】 

（固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 【略】 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地

補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所

有者等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項の

専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規定により共用部分

とされた附属の建物を含む。）については、当該家屋に係る同法

ろにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等

支払者を経由して、町長に提出しなければならない。 

（１）～（２）【略】 

（３） 当該公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合に

は、その旨 

（４） その他施行規則で定める事項 

２～５ 【略】 

第３６条の４～第４７条の６ 【略】 

（法人の町民税の申告納付） 

第４８条 【略】 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法

人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措

置法第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８条の９１第４項

及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８

第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

３～９ 【略】 

第４９条～第５３条の１２ 【略】 

（固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 【略】 

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又は土地

補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所

有者等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２条第３項の

専有部分の属する家屋（同法第４条第２項の規定により共用部分

とされた附属の建物を含む。）については、当該家屋に係る同法
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第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）とす

る。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録

がされている者をいう。この場合において、所有者として登記又

は登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若し

くは所有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅

しているとき、又は所有者として登記されている法第３４８条第

１項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日におい

て当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。 

３ 【略】 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由に

より 不明である場合には   、その使用者を所有者とみなし

て、   固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課

することができる。この場合において、町は、当該登録をしよう

とするときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなけれ

ばならない。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の

所有者の存在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）

には、その使用者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録

し、その者に固定資産税を課することができる。この場合におい

て、町は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、その旨

を当該使用者に通知しなければならない。 

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画

整理事業（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業を含む。以下こ

第２条第２項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）とす

る。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録

されている 者をいう。この場合において、所有者として登記又

は登録されている 個人が賦課期日前に死亡しているとき、若し

くは所有者として登記又は登録されている 法人が同日前に消滅

しているとき、又は所有者として登記されている法第３４８条第

１項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日におい

て当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。 

３ 【略】 

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由に

よって不明である場合においては、その使用者を所有者とみなし

て、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課

する      。                     

                               

        

 

 

 

 

 

 

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による土地区画

整理事業（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法

律（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の規定により土地区

画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備

の促進に関する法律第４５条第１項第１号の事業を含む。以下こ
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の項において同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところにより 仮換地、一時利用地その他の

仮に使用し、若しくは収益することができる土地（以下この項に

おいて「仮換地等」と総称する。）の指定があった場合又は土地

区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の

２（密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第

４６条第１項において適用する場合を含む。）の規定により 管

理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この

項において「仮使用地」という。）がある場合には   、当該

仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができ

ることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認

可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等

に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所

有者として登記又は登録がされている者をもって、仮使用地にあ

っては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮

使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に

係る第１項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換

地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者

が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日

までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地

又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。 

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の

規定により 使用する埋立地若しくは干拓地（以下この項におい

て「埋立地等」という。）又は国は埋立て若しくは干拓により・  

造成する埋立地等（同法第４２条第２項の規定による竣功通知前

の項において同じ。）又は土地改良法（昭和２４年法律第１９５

号）による土地改良事業の施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地その他の

仮に使用し、若しくは収益することができる土地（以下この項に

おいて「仮換地等」と総称する。）の指定があった場合又は土地

区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第１００条の

２ （密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第

４６条第１項において適用する場合を含む。）の規定によって管

理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この

項において「仮使用地」という。）がある場合においては、当該

仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができ

ることとなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認

可の公告がある日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等

に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所

有者として登記又は登録されている 者をもって、仮使用地にあ

っては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮

使用地の使用者をもって、それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に

係る第１項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換

地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者

が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日

までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地

又は保留地に係る同項の所有者とみなす      。 

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第１項の

規定によって使用する埋立地若しくは干拓地（以下この項におい

て「埋立地等」という。）又は国は埋立て若しくは干拓によって

造成する埋立地等（同法第４２条第２項の規定による竣功通知前
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の埋立地等に限る。以下この項において同じ。）で工作物を設置

し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているも

の（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、

これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの

組合、財産区及び合併特例区（以下この項において「都道府県

等」という。）以外の者が同法第２３条第１項の規定により 使

用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって

当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし、都道府県が同条第

１項の規定により 使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により 

 造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地

等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当

該埋立地等を使用する者（土地改良法第８７条の２第１項の規定

により国又は都道府県が行う同項第１号の事業により造成された

埋立地等を使用する者で令第４９条の３に規定するものを除

く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなすこと

ができる。 

８ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行

規則第１０条の２の１５で定めるものを含む。）であって、家屋

の所有者以外の者がその事業のように供するため取り付けたもの

であり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所

有することとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」

という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供するこ

とができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第

１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部

分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 

の埋立地等に限る。以下この項において同じ。）で工作物を設置

し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているも

の（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、

これらの埋立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの

組合、財産区及び合併特例区（以下この項において「都道府県

等」という。）以外の者が同法第２３条第１項の規定によって使

用する埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用する者をもって

当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし、都道府県が同条第

１項の規定によって使用し、又は国が埋立て若しくは干拓によっ

て造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は国が当該埋立地

等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り、当

該埋立地等を使用する者（土地改良法第８７条の２第１項の規定

により国又は都道府県が行う同項第１号の事業により造成された

埋立地等を使用する者で令第４９条の２に規定するものを除

く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなす   

    。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行

規則第１０条の２の１２で定めるものを含む。）であって、家屋

の所有者以外の者がその事業のように供するため取り付けたもの

であり、かつ、当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所

有することとなったもの（以下この項において「特定附帯設備」

という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供するこ

とができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第

１項の所有者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部

分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。 
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第５５条～第６０条 【略】 

 （固定資産税の課税標準） 

第６１条 【略】 

２～８ 【略】 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規定する住宅用地を

いう。以下この条及び第７４条において同じ。）に対して課する

固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び法第３４９

条の３第１１項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資

産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第２項に規定する小

規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。）に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び前項並び

に法第３４９条の３第１１項の規定にかかわらず、当該小規模住

宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の６分の１の

額とする。 

（法第３４９条の３第２７項等の条例で定める割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２７項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 

第６２条～第７４条の２ 【略】 

（現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者を

いう。以下この条及び次条において同じ。）は、現所有者である

第５５条～第６０条 【略】 

 （固定資産税の課税標準） 

第６１条 【略】 

２～８ 【略】 

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に規定する住宅用地を

いう。以下この条及び第７４条において同じ。）に対して課する

固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び法第３４９

条の３第１２項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資

産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とする。 

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２第２項に規定する小

規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。）に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第１項から第６項まで及び前項並び

に法第３４９条の３第１２項の規定にかかわらず、当該小規模住

宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の６分の１の

額とする。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町村の条例

で定める割合は２分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 

第６２条～第７４条の２ 【略】 

 

 

 



○美瑛町税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第１条による改正（美瑛町税条例（昭和４７年美瑛町条例第１２号）） 

- 14 - 

新 旧 

ことを知った日の翌日から３月を経過した日までに次に掲げる事

項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。 

（１） 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規 

定する個人との関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は 

法人番号を有しない者にあっては、住所、氏名又は名称及び同

号に規定する個人との関係） 

（２） 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳 

若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が 

死亡している場合における当該個人の住所及び氏名 

（３） その他町長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事 

  項 

（固定資産に係る不申告に関する過料） 

第７５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規定する固定資産の

所有者をいう。）が第７４条若しくは法第３８３条の規定に 

より、又は現所有者が前条の規定により申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合には   、その者に

対し、１０万円以下の過料を科する。 

２～３ 【略】 

第７６条～第９３条の２ 【略】 

 （たばこ税の課税標準） 

第９４条 【略】 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻た 

ばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの 

本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産に係る不申告に関する過料） 

第７５条 固定資産の所有者（法第３８６条に規定する固定資産の

所有者をいう。）が第７４条又は  法第３８３条の規定に

よって               申告すべき事項について

正当な事由がなくて申告をしなかった場合においては、その者に

対し、１０万円以下の過料を科する。 

２～３ 【略】 

第７６条～第９３条の２ 【略】 

 （たばこ税の課税標準） 

第９４条 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻た

ばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの

本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。 
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数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこ

の０．７本に換算するものとする。 

 

【略】 

 

３ 【略】 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項ただし書きに規定

する葉巻たばこを除く。）の重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式

たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第９２条に

掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たば

この本数に換算する方法により行うものとする。 

５～１０ 【略】 

第９５条 【略】 

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 【略】 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限

る。）の規定は、卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２

号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について、第９８条第

１項又は第２項の規定による申告書に前項（法第４６９条第１項

第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けようとする

製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条

の２の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用

する。 

                               

                  

 

【略】 

 

３ 【略】 

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ            

            の重量を紙巻たばこの本数に換算する

場合又は第３項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式

たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算

は、売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの１個当たりの重量に

当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第９２条に

掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たば

この本数に換算する方法により行うものとする。 

５～１０ 【略】 

第９５条 【略】 

 （たばこ税の課税免除） 

第９６条 【略】 
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３ 第１項（法第４６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限

る。）の規定は、卸売販売業者等が町長に施行規則第１６条の２

の３第２項に規定する書類を提出している場合に限り、適用す

る。 

４ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、

法第４６９条第１項第１号に規定する輸出業者が小売販売業者若

しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該

製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなし

て、第９２条の２の規定を適用する。 

第９７条 【略】 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下

この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、

前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこ

の品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対するたば

こ税額、第９６条第１項の規定により免除を受けようとする場合

にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ

税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合に

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事

項を記載した施行規則第３４号の２様式による申告書を町長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式

による納付書によって納付しなければならない。この場合におい

て、当該申告書には、第９６条第３項に規定する書類及び次条第

１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を

記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければ

２ 前項                           

   の規定は、卸売販売業者等が町長に施行規則第１６条の２

の３   に規定する書類を提出しない場合には、適用しな  

い。 

３ 第１項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき、

法第４６９条第１項第１号に規定する輸出業者が小売販売業者若

しくは消費者等に売渡しをし、又は消費等をした場合には、当該

製造たばこについて、当該輸出業者を卸売販売業者等とみなし

て、第９２条の２の規定を適用する。 

第９７条 【略】 

（たばこ税の申告納付の手続） 

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告納付すべき者（以下

この節において「申告納税者」という。）は、毎月末日までに、

前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこ

の品目ごとの課税標準たる本数の合計数（以下この節において

「課税標準数量」という。）及び当該課税標準数量に対するたば

こ税額、第９６条第１項の規定により免除を受けようとする場合

にあっては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ

税額並びに次条第１項の規定により控除を受けようとする場合に

あっては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事

項を記載した施行規則第３４号の２様式による申告書を町長に提

出し、及びその申告に係る税金を施行規則第３４号の２の５様式

による納付書によって納付しなければならない。この場合におい

て、当該申告書には、第９６条第２項に規定する書類及び次条第

１項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を

記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければ
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ならない。 

２～５ 【略】 

第９９条～第１３０条 【略】 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第１３１条 【略】 

２～５ 【略】 

６ 第５４条第７項の規定は、特別土地保有税について準用する。

この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とある

のは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋

立地等を使用する者」と、「第１項の所有者」とあるのは「第

１３１条第１項の土地の所有者又は取得者」と、「同条同項」と

あるのは「同法第２３条第１項」と読み替えるものとする。 

第１３２条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第３条 【略】 

（延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４８条第５

項、第５０条第２項、第５３条の１２第２項、第７２条第２項、 

第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第  

１４０条の７において準用する場合を含む。）及び第１４０条第

２項（第１４０条の７において準用する場合を含む。）に規定す

る延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割

合（平均貸付割合（租税特別措置法第９３条第２項に規定する平

均貸付割合をいう。次項において同じ。）に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。）が年 

ならない。 

２～５ 【略】 

第９９条～第１３０条 【略】 

 （特別土地保有税の納税義務者等） 

第１３１条 【略】 

２～５ 【略】 

６ 第５４条第６項の規定は、特別土地保有税について準用する。

この場合において、同項中「当該埋立地等を使用する者」とある

のは「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の取得と、当該埋

立地等を使用する者」と、「第１項の所有者」とあるのは「第

１３１条第１項の土地の所有者又は取得者」と、「同条同項」と

あるのは「同法第２３条第１項」と読み替えるものとする。 

第１３２条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第３条 【略】 

（延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 当分の間、第１９条、第４３条第２項、第４８条第５

項、第５０条第２項、第５３条の１２第２項、第７２条第２項、

第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２項（第  

１４０条の７において準用する場合を含む。）及び第１４０条第

２項（第１４０条の７において準用する場合を含む。）に規定す

る延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年７．３パーセント

の割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基準割合（当

該年の前年に   租税特別措置法第９３条第２項の規定により

告示された割合            に年１パーセントの割

合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。）が年 
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７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年                          

                     中においては、年

１４．６パーセントの割合にあってはその年        に

おける延滞金特例基準割合に年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該延滞金特

例基準割合に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が年７．３パーセントの割合を超える場合には、年７．３

パーセントの割合。）とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の

平均貸付割合に年０．５パーセントの割合を加算した割合が年

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年中において

は、その年          における当該加算した割合とす

る。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条

第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商

業手形の基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日

からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日までの

期間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条第１項及び

第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する加算した

割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。

以下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５

条の２第１項（同法第１４４条の８において準用する場合を含

む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第１項の規定に

７．３パーセントの割合に満たない場合には、その年（以下この

条において「特例基準割合適用年」という。）中においては、年

１４．６パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年に

おける特例基準割合に   年７．３パーセントの割合を加算し

た割合とし、年７．３パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に   年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算し

た割合が                     年７．３

パーセントの割合。）とする。 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基

準割合適用年中                       

                         において

は、当該特例基準割合適用年  における特例基準割合と  す

る。 

（納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第８９号）第１５条

第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定められる商

業手形の基準割引率が年５．５パーセントを超えて定められる日

からその後年５．５パーセント以下に定められる日の前日までの

期間（当該期間内に前条第２項の規定により第５２条第１項及び

第４項に規定する延滞金の割合を前条第２項に規定する特例基準

割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。

以下この項において「特例期間」という。）内（法人税法第７５

条の２第１項（同法第１４４条の８において準用する場合を含

む。）の規定により延長された法第３２１条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第８１条の２４第１項の規定に



○美瑛町税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第１条による改正（美瑛町税条例（昭和４７年美瑛町条例第１２号）） 

- 19 - 

新 旧 

より延長された法第３２１の８第４項に規定する申告書の提出期

限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に到来する

こととなる町民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合

における当該町民税に係る第５２条の規定による延滞金にあって

は、当該年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長

された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申

告基準日の到来する町民税に係る第５２条第１項及び第４項に規

定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、これらの規定及び

前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合

と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年

５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセ

ントの割合で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じ

て計算した割合とを合計した割合（当該合計した割合が年   

１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、年     

１２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ 【略】 

第４条の２～第７条の４ 【略】 

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各年度分の個人の町民

税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第３６

条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後において町民

税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された法第３６条の３第１項の確定申告書を含む。次

項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５

条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

き（これの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理

より延長された法第３２１の８第４項に規定する申告書の提出期

限が当該年５．５パーセント以下に定められる日以後に到来する

こととなる町民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合

における当該町民税に係る第５２条の規定による延滞金にあって

は、当該年５．５パーセントを超えて定められる日から当該延長

された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申

告基準日の到来する町民税に係る第５２条第１項及び第４項に規

定する延滞金の年７．３パーセントの割合は、これらの規定及び

前条第２項の規定にかかわらず、当該年７．３パーセントの割合

と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年

５．５パーセントの割合を超える部分の割合を年０．２５パーセ

ントの割合で除して得た数を年０．７３パーセントの割合に乗じ

て計算した割合とを合計した割合（当該合計した割合が年   

１２．７７５パーセントの割合を超える場合には、年     

１２．７７５パーセントの割合）とする。 

２ 【略】 

第４条の２～第７条の４ 【略】 

（肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例） 

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの各年度分の個人の町民

税に限り、法附則第６条第４項に規定する場合において、第３６

条の２第１項の規定による申告書（その提出期限後において町民

税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された法第３６条の３第１項の確定申告書を含む。次

項において同じ。）に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５

条第１項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があると

き（これの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理
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由があると町長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、

当該事業所得に係る町民税の所得割の額を免除する。 

第９条～第９条の２ 【略】 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第

３４９条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若し

くは第３４９条の３の４から第３４９条の５まで又は  附則第

１５条から第１５条の３の２までとする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

３ 法附則第１５条第８項に規定する市町村の条例で定める割合は

３分の２とする。    

４ 法附則第１５条第１９項に規定する市町村の条例で定める割合

は５分の３とする。 

５ 法附則第１５条第２６項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。    

６ 法附則第１５条第２７項第１号に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第３号に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。               

由があると町長が認めるときを含む。次項において同じ。）は、

当該事業所得に係る町民税の所得割の額を免除する。 

第９条～第９条の２ 【略】 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２までの規定の適用

がある各年度分の固定資産税に限り、第６１条第８項中「又は第

３４９条の３の４から第３４９条の５まで」とあるのは、「若し

くは第３４９条の３の４から第３４９条の５まで又は法附則第 

１５条から第１５条の３の２までとする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条

例で定める割合は３分の１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める

割合は２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市町村の条例で定める

割合は４分の３とする。 

４ 法附則第１５条第１９項に規定する市町村の条例で定める割合

は５分の３とする。 

５ 法附則第１５条第３１項第１号に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第３１項第２号に規定する市町村の条例で定め

る割合は２分の１とする。 

７ 法附則第１５条第３１項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。    

８ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 
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９ 法附則第１５条第２８項第１号に規定する市町村の条例で定め

る割合は３分の２とする。               

１０ 法附則第１５条第２８項第２号に規定する市町村の条例で定

める割合は２分の１とする。               

１１ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１６ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１７ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１８ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１９ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

２０ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

２１ 法附則第１５条第３４項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号

に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１０ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１１ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１４ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は４分の３とする。 

１５ 法附則第１５条第３３項第３号イに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規定する設備について同

号に規定する市町村の条例で定める割合は２分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。                  

１９ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割

合は５分の４とする。                  

２０ 法附則第１５条第４３項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。                  

２１ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 
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２２ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割

合は２分の１とする。 

２３ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

合は零（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導

入促進基本計画（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）第３８条第２項に規定する同意導入促進基本計画をいう。）

に定める業種に属する事業の用に供する法附則第１５条第４１項

に規定する機械装置等を含む。）とする。 

２５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割

合は３分の２とする。 

２６ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

第１０条の３～第１１条の２ 【略】 

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第 

２２ 法附則第１５条の８第２項に規定する市町村の条例で定める

割合は３分の２とする。 

２３ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割

合は零とする。    

                                

                                                                                  

                                                                  

                                                                

                                                               

                                                               

                                                                

                                                                  

                                                                

                         

第１０条の３～第１１条の２ 【略】 

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受ける宅

地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

以下この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加

算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第
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３４９条の３又は 附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以

下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は 附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は 

  附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以

下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地

等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は

法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地

等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、

同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 
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４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度分の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該

商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は 附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税

の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度分の負担水準が０．７

を超えるものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は 附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準額となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額とする。 

第１２条の２～第１２条の３ 【略】 

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度分の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該

商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税

の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準額となるべき

額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度分の負担水準が０．７

を超えるものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準額となるべき額とした場合におけ

る固定資産税額とする。 

第１２条の２～第１２条の３ 【略】 

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の特例） 

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固
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定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は 附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げ

る負担調整率に乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整固定資産税額とする。 

 

【略】 

 

第１３条の２～第１４条の２ 【略】 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある

宅地等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法

第３４９条の３、第３４９条の３の２又は 附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課

する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の特別土地保有

税については、第１３７条第１号及び第１４０条の５中「当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当該

年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５項までに

規定する課税標準となるべき額」とする。 

２～５ 【略】 

第１５条の２～第１６条４ 【略】 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 

定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げ

る負担調整率に乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、

当該農地調整固定資産税額とする。 

 

【略】 

 

第１３条の２～第１４条の２ 【略】 

                 

第１５条 附則第１２条第１項から第５項までの規定の適用がある

宅地等（附則第１１条第２号に掲げる宅地等をいうものとし、法

第３４９条の３、第３４９条の３の２又は法附則第１５条から第

１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課

する平成３０年度から令和２年度までの各年度分の特別土地保有

税については、第１３７条第１号及び第１４０条の５中「当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当該

年度分の固定資産税に係る附則第１２条第１項から第５項までに

規定する課税標準となるべき額」とする。 

２～５ 【略】 

第１５条の２～第１６条４ 【略】 

（長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税の特例） 
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第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第３１条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲

渡所得については、第３３条及び第３４条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得金額に対し、長期

譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、第 

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第 

３５条第１項、第３５条の２第１項、第３５条の３第１項又は第

３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額とし、これらの金額につき第３項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」とい

う。）の１００分の３に規定する金額に相当する町民税の所得割

を課する。 

２～３ 【略】 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る町民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲

渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）を

した場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附

則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

第１７条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置

法第３１条第１項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲

渡所得については、第３３条及び第３４条の３の規定にかかわら

ず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得金額に対し、長期

譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、第 

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第 

３５条第１項、第３５条の２第１項          又は第 

 ３６条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同

法第３１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額とし、これらの金額につき第３項第１号の規定

により読み替えて適用される第３４条の２の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」とい

う。）の１００分の３に規定する金額に相当する町民税の所得割

を課する。 

２～３ 【略】 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡

所得に係る町民税の課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和２年度までの各年度分の個人

の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置法第３１条第

１項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。）の譲

渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。）を

した場合において、当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附

則第３４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい

う。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲渡所得

（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同
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じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

（１）～（２） 【略】 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第

３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける

前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する町民税の所得割の額について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定に該当する

こととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別

土地法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条の

３まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４

から第３７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の９の規定の

適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

第１７条の３～第２２条 【略】 

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する町民税の所得

割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場

合の区分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。 

（１）～（２） 【略】 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２年度までの各年度分の

個人の町民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第

３４条の２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲

渡をいう。以下この項において同じ。）に該当するときにおける

前条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対

して課する町民税の所得割の額について準用する。この場合にお

いて、当該譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定に該当する

こととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡ではなかったものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合におい

て、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別

土地法第３３条から第３３条の４まで、第３４条から第３５条の

２まで、第３６条の２、第３６条の５、第３７条、第３７条の４

から第３７条の６まで、第３７条の８又は第３７条の９の規定の

適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規定する優

良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予

定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 

第１７条の３～第２２条 【略】 
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附 則 

第１条～第９条の２ 【略】 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又

は第６２条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第

６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条

若しくは６２条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２３ 【略】 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

合は、（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導

入促進基本計画（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）第３８条第２項に規定する同意導入促進基本計画をいう。第

２７項において同じ。）に定める業種に属する事業の用に供する

法附則第１５条第４１項に規定する機械装置等を含む。）零とす

る。 

２５～２６ 【略】 

２７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は零

（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促進

基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同条に規定する

家屋及び構築物を含む。）とする。 

第１０条の３～第１５条 【略】 

附 則 

第１条～第９条の２ 【略】 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで        

     の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第

６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで      

       」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２３ 【略】 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割

合は、（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導

入促進基本計画（生産性向上特別措置法（平成３０年法律第２５

号）第３８条第２項に規定する同意導入促進基本計画をいう        

             。）に定める業種に属する事業の用に供する

法附則第１５条第４１項に規定する機械装置等を含む。）零とす

る。 

２５～２６ 【略】 

 

 

 

 

第１０条の３～第１５条 【略】 
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（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準

用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のも

のに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該三輪以

上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和３年３月３１

日までの間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」とい

う。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

第１５条の２の２ ～ 第２２条 【略】 

（新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手

続） 

第２３条 第９条第７項の規定は法附則第５９条第３項において準

用する法第１５条の２第８項に規定する条例で定める期間につい

て準用する。 

 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第１５条の２ 法第４５１条第１項第１号（同条第４項において準

用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のも

のに限る。以下この条において同じ。）に対しては、当該三輪以

上の軽自動車の取得が令和元年１０月１日から令和２年９月３０

日までの間（附則第１５条の６第３項において「特定期間」とい

う。）に行われたときに限り、第８０条第１項の規定にかかわら

ず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

第１５条の２の２ ～ 第２２条 【略】 
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附 則 

第１条～第９条の２ 【略】 

（読替規定） 

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条又

は第６４条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第

６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６３条

若しくは第６４条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２６ 【略】 

２７ 法附則第６４条に規定する市町村の条例で定める割合は、   

零（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促

進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同条に規定す

る家屋及び構築物を含む。）とする。 

第１０条の３～第２３条 【略】 

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例） 

第２４条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染症等の

影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令

和２年法律第２５号。次条において「新型コロナウイルス感染症

特例法」という。）第５条第４項に規定する指定行事のうち、町

長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により

生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻し

を請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定する指

附 則 

第１条～第９条の２ 【略】 

（読替規定）  

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条又

は第６２条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第

６１条第８項中「又は第３４９条の３の４から第３４９条の５ま

で」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４から第３４９条

の５まで又は附則第１５条から第１５条の３の２まで、第６１条

若しくは第６２条」とする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ 【略】 

２～２６ 【略】 

２７ 法附則第６２条に規定する市町村の条例で定める割合は、   

零（生産性の向上に重点的に取り組むべき業種として同意導入促

進基本計画に定める業種に属する事業の用に供する同条に規定す

る家屋及び構築物を含む。）とする。 

第１０条の３～第２３条 【略】 
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定期間内にした場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の

属する年中に法附則第６０条第４項に規定する市町村放棄払戻請

求権相当額の法第３１４条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支

出したものとみなして、第３４条の７の規定を適用する。 

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除

の特例） 

第２５条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナ

ウイルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を受けた場合に

おける附則第７条の３の２第１項の規定の適用については、同項

中「令和１５年度」とあるのは、「令和１６年度」とする。 
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第１条～第１８条 【略】 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第

４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４７条の４

第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８第

３４項及び第３５項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条の

７、第６７条、第８１条の６第１項、第８３第２項、第９８条第

１項若しくは第２項、第１０２条第２項、第１０５条、第１３９

条第１項又は第１４５条第３項に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合には   、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号において同

じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１

号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める

日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければならない。 

（１）～（３） 【略】 

（４） 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第  

６０２条第２項及び第６０３条の２の２第２項において準用す

る場合を含む。）、第６０３条第３項又は第６０３条の２第５

項の規定により 徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は

当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過するまでの期間 

第１条～第１８条 【略】 

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金） 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は、第４０条、第４６条、第

４６条の２若しくは第４６条の５（第５３条の７の２において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）、第４７条の４

第１項（第４７条の５第３項において準用する場合を含む。以下

この条において同じ。）、第４８条第１項（法第３２１条の８第

２２項及び第２３項の申告書に係る部分を除く。）、第５３条の

７、第６７条、第８１条の６第１項、第８３第２項、第９８条第

１項若しくは第２項、第１０２条第２項、第１０５条、第１３９

条第１項又は第１４５条第３項に規定する納期限後にその税金を

納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納

入金額にその納期限（納期限の延長があったときは、その延長さ

れた納期限とする。以下第１号、第２号及び第５号において同

じ。）の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年

１４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１

号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める

日までの期間については、年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付

し、又は納入書によって納入しなければならない。 

（１）～（３） 【略】 

（４） 法第６０１条第３項若しくは第４項（これらの規定を法第  

  ６０２条第２項及び第６０３条の２の２第２項において準用す      

る場合を含む。）、第６０３条第３項又は第６０３条の２第５

項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は

当該猶予した期間の末日の翌日から１月を経過するまでの期間 
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（５） 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２

項又は第３１項    の規定による申告書に限る。）に係る

税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納期限の

翌日から１月を経過する日 

（６） 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第３４項及び   

第３５項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から１月を経過

する日 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第２０条 前条、第４３条第２項、第４８条第５項、第５０条第２

項、第５２条第１項     、第５３条の１２第２項、第７２

条第２項、第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２

項及び 第１４０条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につ

きこれらの規定に定める年当たりの割合は、潤年の日を含む期間

についても、３６５日当たりの割合とする。 

第２１条～第２２条 【略】 

（町民税の納税義務者等） 

第２３条 【略】 

２ 【略】 

３ 法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、

かつ、令第４７条に規定する収益事業（以下この項及び第３１条           

第２項の表第１号において「収益事業」という。）を行うもの 

（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号   

・・・・・・・・・において「人格のない社団等」という。）又

は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節

（第４８条第９項から第１６項まで を除く。）の規定中法人の

（５） 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。）に係る

税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納期限の

翌日から１月を経過する日 

（６） 第４８条第１項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び  

第２３項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したもの

に係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から１月を経過

する日 

（年当たりの割合の基礎となる日数） 

第２０条 前条、第４３条第２項、第４８条第５項、第５０条第２

項、第５２条第１項及び第４項、第５３条の１２第２項、第７２

条第２項、第９８条第５項、第１０１条第２項、第１３９条第２

項並びに第１４０条第２項の規定に定める延滞金の額の計算につ

きこれらの規定に定める年当たりの割合は、潤年の日を含む期間

についても、３６５日当たりの割合とする。 

第２１条～第２２条 【略】 

（町民税の納税義務者等） 

第２３条 【略】 

２ 【略】 

３ 法人ではない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、

かつ、令第４７条に規定する収益事業             

                        を行うもの

（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第３１条

第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）又

は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節

（第４８条第１０項から第１２項までを除く。）の規定中法人の
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町民税に関する規定を適用する。 

第２４条～第３０条 【略】 

（均等割の税率） 

第３１条 【略】 

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の

税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額とする。 

法人の区分 税率 

（１） 次に掲げる法人 

ア～エ 【略】 

オ 資本金等の額（法第２９２条第１

項第４号の２に規定する資本金等の

額をいう。以下この表及び第４項に

おいて同じ。）を有する法人（法人

税法別表第２に規定する独立行政法

人で収益事業を行わないもの及びエ

に掲げる法人を除く。以下この表及

び第４項において同じ。）で資本金

等の額が１千万円以下であるものの

うち、町内に有する事務所、事業所

又は寮等の従業者（俸給、給料若し

くは賞与又はこれらの性質を有する

給与の支給を受けることとされる役

員を含む。）の数の合計数（次号か 

 ら第９号までにおいて「従者数の合 

年額６０，０００

円 

町民税に関する規定を適用する。 

第２４条～第３０条 【略】 

（均等割の税率） 

第３１条 【略】 

２ 第２３条第１項第３号又は第４号の者に対して課する均等割の

税率は、次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に定める額とする。 

法人の区分 税率 

（１） 次に掲げる法人 

ア～エ 【略】 

オ 資本金等の額（法第２９２条第１

項第４号の５に規定する資本金等の

額をいう。以下この表及び第４項に

おいて同じ。）を有する法人（法人

税法別表第２に規定する独立行政法

人で収益事業を行わないもの及びエ

に掲げる法人を除く。以下この表及

び第４項において同じ。）で資本金

等の額が１千万円以下であるものの

うち、町内に有する事務所、事業所

又は寮等の従業者（俸給、給料若し

くは賞与又はこれらの性質を有する

給与の支給を受けることとされる役

員を含む。）の数の合計数（次号か 

 ら第９号までにおいて「従者数の合 

年額６０，０００

円 
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３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２条

第３項第１号の法人税額の課税標準額の算定期間若しくは同項第

２号の期間又は同項第３号                  

                      の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を 

１２で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦

に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たな

い端数を生じたときは切り捨てる。 

４ 【略】 

第３２条～第４７条の６ 【略】 

（法人の町民税の申告納付） 

第４８条 町民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条

の８第１項、第２項、第３１項、第３４項及び第３５項     

の規定による申告書（第９項、第１０項及び第１２項 において

「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第３１項及

び第３５項    の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定

による納期限までに、同条第３４項の申告納付にあっては遅滞な

く町長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第２項後段の規定により提出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法

人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措

計数」という。）が５０人以下のもの         

（２）～（９） 【略】  

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第３１２条

第３項第１号の法人税額の課税標準額の算定期間、同項第２号の

連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは同項第３号の連結

法人税額の課税標準の算定期間、又は同項第４号の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を

１２で除して算定するものとする。この場合における月数は、暦

に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月に満たな

い端数を生じたときは切り捨てる。 

４ 【略】 

第３２条～第４７条の６ 【略】 

（法人の町民税の申告納付） 

第４８条 町民税を申告納付する義務がある法人は、法第３２１条

の８第１項、第２項、第４項、第１９項、第２２項及び第２３項

の規定による申告書（第１０項、第１１項及び第１３項において

「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第４項、第

１９項及び第２３項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定

による納期限までに、同条第２２項の申告納付にあっては遅滞な

く町長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及

び第３項  の規定により提出があったものとみなされる申告書

に係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付書により納付

しなければならない。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法

人（以下この条において「内国法人」という。）が、租税特別措

 計数」という。）が５０人以下のもの  

（２）～（９） 【略】  
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置法第６６条の７第４項及び第１０項             

      の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８

第３６項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第３項及び第 

９項                     の規定の適用

を受ける場合には、法第３２１条の８第３７項及び令第４８条の

１２の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国法人税等を課された場合には、

法第３２１条の８第３８項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法

人税割額から控除する。 

５ 法第３２１条の８第３４項に規定する申告書（同条第３３項の

規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税

金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項又は

第３１項    の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を提出した日（同条第３５項の規定の適用があ

る場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則

第２２号の４様式による納付書により納付しなければならない。 

置法第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８条の９１第４項

及び第１０項の規定の適用を受ける場合には、法第３２１条の８

第２４項及び令第４８条の１２の２に規定するところにより、控

除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。 

３ 内国法人が、租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び第 

１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定の適用

を受ける場合には、法第３２１条の８第２５項及び令第４８条の

１２の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項の規定

により申告納付すべき法人税割額から控除する。 

４ 内国法人又は外国法人が、外国法人税等を課された場合には、

法第３２１条の８第２６項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより、控除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法

人税割額から控除する。 

５ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（同条第２１項の

規定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る税

金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第

４項又は第１９項の納期限（納期限の延長があったときは、その

延長された納期限とする。第７項第１号において同じ。）の翌日

から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年１４．６パ

ーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定の適用があ

る場合において、当該申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該提出期限）までの期間又はその期間の末日の翌日から１

月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）の

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則

第２２号の４様式による納付書により納付しなければならない。 
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６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２

項又は第３１項    に規定する申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出

期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第３４項に規定する

申告書を提出したときは、詐欺その他不正の行為により町民税を

免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除

き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日

（法第３２１条の８第３５項の規定の適用がある場合において、

当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の

提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第３４項に規定する

申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出が

あったとき（当該修正申告書に係る町民税について同条第１項、

第２項又は第３１項    に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）が

あった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当

該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係

る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町民税を免れ

た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正

があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る町民税又は

６ 前項の場合において、法人が法第３２１条の８第１項、第２

項、第４項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該申

告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提出

期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第２２項に規定する

申告書を提出したときは、詐欺その他不正の行為により町民税を

免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による

更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除

き、当該１年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日

（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合において、

当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、当該申告書の

提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控

除する。 

７ 第５項の場合において、法第３２１条の８第２２項に規定する

申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提出が

あったとき（当該修正申告書に係る町民税について同条第１項、

第２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以下この項にお

いて「当初申告書」という。）が提出されており、かつ当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正（これに類

するものを含む。以下この項において「減額更正」という。）が

あった後に、当該修正申告書が提出されたときに限る。）は、当

該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該当初申告書に係

る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部

分に相当する税額に限る。）については、前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町民税を免れ

た法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正

があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る町民税又は



○美瑛町税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第４条による改正 

- 38 - 

新 旧 

令第４８条の１６の２第３項に規定する町民税にあっては、第１

号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

（１） 【略】 

（２） 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請

求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）であ

る場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には、当該減額更正の

通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書を提

出した日（法第３２１条の８第３５項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

８ 【略】 

                               

                              

                               

                              

                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

令第４８条の１６の２第３項に規定する町民税にあっては、第１

号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。 

（１） 【略】 

（２） 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更正の請

求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）であ

る場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づ

くものに限る。）によるものである場合には、当該減額更正の

通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）の翌日か

ら起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書を提

出した日（法第３２１条の８第２３項の規定の適用がある場合

において、当該修正申告書がその提出期限前に提出されたとき

は、当該修正申告書の提出期限）までの期間 

８ 【略】 

９ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告

書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定

の適用を受けているものが、同条第４項の規定の適用を受ける場

合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係（同法

第２条第１２号の７の７に規定する連結完全支配関係をいう。第

５０条第３項及び第５２条第４項において同じ。）がある連結子

法人（同法第２条第１２号の７に規定する連結子法人をいう。第

５０条第３項及び第５２条第４項において同じ。）（連結申告法

人（同法第２条第１６号に規定する連結申告法人をいう。第５２

条第４項において同じ。）に限る。）については、同法第８１条

の２４第４項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額

（法第３２１条の８第４項に規定する連結法人税額をいう。以下
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９  法第３２１条の８第５２項に規定する特定法人である内国法

人は、第１項の規定により、納税申告書により行うこととされて

いる法人の町民税の申告については、同項の規定にかかわらず、

同条第５２項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に

記載すべきものとされている事項（次項及び第１１項において

「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定す

る地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共

同機構（第１１項において「機構」という。）を経由して行う方

法により町長に提供することにより、行わなければならない。 

１０ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記

載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、

この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。 

１１ 第９項 の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事

項が法第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する町長に到達したものとみなす。 

１２ 第９項 の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の

理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが

困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しない

この項及び第５２条第４項において同じ。）の課税標準の算定期

間（当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る、第５２条第

４項において同じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属

法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて

納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について法人

税法第８１条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして、

第１８条の２の規定を適用することができる。 

１０ 法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内国法

人は、第１項の規定により、納税申告書により行うこととされて

いる法人の町民税の申告については、同項の規定にかかわらず、

同条第４２項及び施行規則で定めるところにより、納税申告書に

記載すべきものとされている事項（次項及び第１２項において

「申告書記載事項」という。）を、法第７６２条第１号に規定す

る地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共

同機構（第１２項において「機構」という。）を経由して行う方

法により町長に提供することにより、行わなければならない。 

１１ 前項の規定により行われた同項の申告については、申告書記

載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして、

この条例又はこれに基づく規則の規定を適用する。 

１２ 第１０項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事

項が法第７６２条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた時に同項

に規定する町長に到達したものとみなす。 

１３ 第１０項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の

理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが

困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しない



○美瑛町税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第４条による改正 

- 40 - 

新 旧 

で納税申告書を提出することができると認められる場合におい

て、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについ

て町長の承認を受けたときは、当該町長が指定する期間内に行う

同項の申告については、第３項の規定は適用しない。法人税法第

７５条の５第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署

長に提出した第９項 の内国法人が、当該税務署長の承認を受

け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した

施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、

又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、町長に提出した

場合における当該税務署長が指定する期間内に行う第９項 の申

告についても、同様とする。 

１３ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規

定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定によ

る指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載

した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始

の日の１５日前までに、これを町長に提出しなければならない。 

１４ 第１２項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項 の

申告につき第１２項の規定の適用を受けることをやめようとする

ときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を

町長に提出しなければならない。 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法

第３２１条の８第６１項の処分又は前項の届出書の提出があった

ときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の

第１２項前段の期間内に行う第９項 の申告については、第１２

項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 

で納税申告書を提出することができると認められる場合におい

て、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについ

て町長の承認を受けたときは、当該町長が指定する期間内に行う

同項の申告については、第３項の規定は適用しない。法人税法第

７５条の４第２項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署

長に提出した第１０項の内国法人が、当該税務署長の承認を受

け、又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した

施行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、

又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、町長に提出した

場合における当該税務署長が指定する期間内に行う第１０項の申

告についても、同様とする。 

１４ 前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規

定の適用を受けることが必要となった事情、同項前段の規定によ

る指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載

した申請書に施行規則で定める書類を添付して、当該期間の開始

の日の１５日前までに、これを町長に提出しなければならない。 

１５ 第１３項の規定の適用を受けている内国法人は、第１０項の

申告につき第１３項の規定の適用を受けることをやめようとする

ときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を

町長に提出しなければならない。 

１６ 第１３項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法

第３２１条の８第５１項の処分又は前項の届出書の提出があった

ときは、これらの処分又は届出書の提出があった日の翌日以後の

第１３項前段の期間内に行う第１０項の申告については、第１３

項前段の規定は適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後

新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。 
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１６ 第１２項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第

１４項の届出書の提出又は法人税法第７５条の５第３項若しくは

第６項                           

    の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分

があった日の翌日以後の第１２項後段の期間内に行う第９項 の

申告については、第１２項後段の規定は適用しない。ただし、当

該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したとき

は、この限りでない。 

第４９条 削除 

（法人の町民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 【略】 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１

項、第２項又は第３１項    の納期限（同条第３５項の申告

納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１ 

項又は第２項    の納期限とし、納期限の延長があった場合

には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から

１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の

規定による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第

２項又は第３１項    に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提

出期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐欺その

１７ 第１３項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第

１５項の届出書の提出又は法人税法第７５条の４第３項若しくは

第６項（同法第８１条の２４の３第２項において準用する場合を

含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提出又は処分

があった日の翌日以後の第１３項後段の期間内に行う第１０項の

申告については、第１３項後段の規定は適用しない。ただし、当

該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したとき

は、この限りでない。 

第４９条 削除 

（法人の町民税に係る不足税額の納付の手続） 

第５０条 【略】 

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３２１条の８第１

項、第２項、第４項又は第１９項の納期限（同条第２３項の申告

納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１

項、第２項又は第４項の納期限とし、納期限の延長があった場合

には、その延長された納期限とする。第４項第１号において同

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１４．６

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から

１月を経過する日までの期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付

しなければならない。 

３ 前項の場合において、法第３２１条の１１第１項又は第３項の

規定による更正の通知をした日が、法第３２１条の８第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提

出期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、詐欺その
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他不正の行為により町民税を免れた場合を除き、当該１年を経過

する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を

提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと    

                               

                               

                               

                               

                               

                              

      による更正に係るものにあっては、当該修正申告書

を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「増額更正」とい

う。）があったとき（当該増額更正に係る町民税について法第 

３２１条の８第１項、第２項又は第３１項    に規定する申

告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出され

ており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減

少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において

「減額更正」という。）があった後に、当該増額更正があったと

きに限る。）は、当該増額更正により納付すべき税額（当該当初

申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町

民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき

他不正の行為により町民税を免れた場合を除き、当該１年を経過

する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を

提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条

第２項又は第４項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法

人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある

連結親法人（法人税法第２条第１２号の６の７に規定する連結親

法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配

関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又

は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次項第２号にお

いて同じ。）による更正に係るものにあっては、当該修正申告書

を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした

日）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除す

る。 

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更正（こ

れに類するものを含む。以下この項において「増額更正」とい

う。）があったとき（当該増額更正に係る町民税について法第 

３２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規定する申

告書（以下この項において「当初申告書」という。）が提出され

ており、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減

少させる更正（これに類するものを含む。以下この項において

「減額更正」という。）があった後に、当該増額更正があったと

きに限る。）は、当該増額更正により納付すべき税額（当該当初

申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）については、前項の規定

にかかわらず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町

民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき
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町民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する町民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

（１）～（２） 【略】 

第５１条 【略】 

（法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） 

第５２条 【略】 

２～３ 【略】 

                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                  

                               

                              

                              

                              

                              

町民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定する町民税にあっ

ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。 

（１）～（２） 【略】 

第５１条 【略】 

（法人の町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金） 

第５２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法人税に係る申告

書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２４第１項の規定

の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完全支配関係

がある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、当該申告書に係

る連結法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの連

結所得（同法第２条第１８号の４に規定する連結所得をいう。）

に対する連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として

算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付

する場合には、当該税額に、当該連結法人税額の課税標準額の算

定期間の末日の翌日以降２月を経過した日から同項の規定により

延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年

７．３パーセント割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額

を加算して納付しなければならない。 

５ 第４８条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用する。

この場合において、同条第７項中「前項の規定にかかわらず、次

に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町民税を免れた法人

が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定による更正がある

べきことを予知して提出した修正申告書に係る町民税又は令第 



○美瑛町税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第４条による改正 

- 44 - 

新 旧 

                              

                              

                              

                              

                              

                        

                               

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                          

第５３条～第９３条の２ 【略】 

（たばこ税の課税標準） 

第９４条 【略】 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻た

ばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの

本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。

ただし、１本当たりの重量が１グラム  未満の葉巻たばこの本

数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこ

の１本  に換算するものとする。 

４８条の１６の２第３項に規定する町民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）とあるのは、「当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第４項の

連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以降２月を経過

した日より前である場合には、同日）から第５２条第４項の申告

書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

６ 第５０条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用す

る。この場合において、同条第４項中「前項の規定にかかわら

ず、次に掲げる期間（詐欺その他不正の行為により町民税を免れ

た法人についてされた当該増額更正により納付すべき町民税又は

令第４８条の１５の５第４項に規定する町民税にあっては、第１

号に掲げる期間に限る。）」とあるのは、「当該当初申告書の提

出により納付すべき税額の納付があった日（その日が第５２条第

４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後２月

を経過した日より前である場合には、同日）から同条第４項の申

告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。 

第５３条～第９３条の２ 【略】 

（たばこ税の課税標準） 

第９４条 【略】 

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙巻た

ばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製造たばこの

本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に定める重量をもって紙巻たばこの１本に換算するものとする。

ただし、１本当たりの重量が０．７グラム未満の葉巻たばこの本

数の算定については、当該葉巻たばこの１本をもって紙巻たばこ

の０．７本に換算するものとする。 
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【略】 

 

３～１０ 【略】 

第９５条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第３条 【略】 

（延滞金の割合等の特例） 

第３条の２ 【略】 

２ 当分の間、第５２条第１項     に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基

準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特

例基準割合とする。 

第４条～第２５条 【略】 

 

【略】 

 

３～１０ 【略】 

第９５条～第１５１条 【略】 

附 則 

第１条～第３条 【略】 

（延滞金の割合の特例） 

第３条の２ 【略】 

２ 当分の間、第５２条第１項及び第４項に規定する延滞金の年

７．３パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特例基

準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年における特

例基準割合とする。 

第４条～第２５条 【略】 
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第１条～第２３条 【略】 

 （個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を、課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による

生活扶助を受けている者 

（２） 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫        （こ

れらの者の前年の合計所得金額が１３５万円を超える場合を

除く。） 

２ 【略】 

第２５条～第１５１条 【略】 

附 則 

（施行期日） 

第１条 【略】 

２   【略】 

（１）～（３） 【略】 

（４） 削除                         

              

（５） 第３条                及び附則第８

条の規定 令和３年４月１日 

第２条～第３条 【略】 

第４条 削除                         

                              

第１条～第２３条 【略】 

 （個人の町民税の非課税の範囲） 

第２４条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、町民税

（第２号に該当する者にあっては、第５３条の２の規定により

課する所得割（以下「分離課税に係る所得割」という。）を除

く。）を、課さない。ただし、法の施行地に住所を有しない者

については、この限りでない。 

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による

生活扶助を受けている者 

（２） 障害者、未成年者、寡婦、寡夫又は単身児童扶養者（こ

れらの者の前年の合計所得金額が１３５万円を超える場合を

除く。） 

２ 【略】 

第２５条～第１５１条 【略】 

附 則 

（施行期日） 

第１条 【略】 

２   【略】 

（１）～（３）【略】 

（４） 第３条中美瑛町税条例第２４条の改正規定及び附則第４

条の規定 令和３年１月１日 

（５） 第３条（前号に掲げる改正規定を除く。）及び附則第８

条の規定 令和３年４月１日 

第２条～第３条 【略】 

第４条 附則第１条第４号に掲げる規定による改正後の美瑛町税

条例第２４条第１項（第２号に係る部分に限る。）の規定は、
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令和３年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、令和

２年度分までの個人の町民税については、なお従前の例によ

る。 
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美瑛町都市計画税条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）、地方税法施行令

等の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）及び地方税法施行規則の

一部を改正する省令（令和２年総務省令第２１号）が令和２年３月３１日に、

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第２６号）、地方税法施行令

の一部を改正する政令（令和２年政令第１６１号）及び地方税法施行規則の一

部を改正する省令（令和２年総務省令第４９号）が令和２年４月３０日に公布

されたことに伴い、本条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要  

（１）都市再生特別措置法の改正及び浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の

固定資産に係る課税標準額の特例措置が創設されたことに伴う条項及び条

文の整備 

（２）中小事業者等が所有する事業用家屋の都市計画税の軽減措置 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳し

い経営環境に直面している中小事業者等に対して、事業用家屋に係る固定

資産税の負担を軽減する規定を追加する。 

（３）その他地方税法の改正等に伴う条項及び条文の整備 

 

３ 施行期日 

 第１条 公布の日から施行する。 

第２条 令和３年１月１日 
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第１条 【略】 

（納税義務者等） 

第２条 【略】 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格（法第３４９条の３第９項から第１１項ま

で、第２１項から第２３項まで、第２５項、第２７項から第３０

項まで、第３２項又は第３３項  の規定の適用を受ける土地又

は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗

じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋

に係る固定資産税について法第３４３条において所有者又は所有

者とみなされる者をいう。 

３～４ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

附 則 

１～２ 【略】 

                       

                               

          

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

（法附則第１５条第３９項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３９項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

（法附則第１５条第４７項の条例で定める割合） 

第１条 【略】 

（納税義務者等） 

第２条 【略】 

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格（法第３４９条の３第１０項から第１２項

まで、第２２項から第２４項まで、第２６項、第２８項から第 

３１項まで、第３３項又は第３４項の規定の適用を受ける土地又

は家屋にあっては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗

じて得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋

に係る固定資産税について法第３４３条において所有者又は所有

者とみなされる者をいう。 

３～４ 【略】 

第３条～第６条 【略】 

附 則 

１～２ 【略】 

（法附則第１５条第４０項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割合

は５分の４とする。 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合

は２分の１とする。 

（法附則第１５条第４５項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４５項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 
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５ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合

は３分の２とする。 

６ 【略】 

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の都市計画税の特例） 

７ 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計

画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同

じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項

を除く。）又は 附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整都市計画税額とする。 

８ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３

 

 

６ 【略】 

（宅地等に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年

度分の都市計画税の特例） 

７ 宅地等に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額

が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計

画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同

じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１９項

を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該

宅地等調整都市計画税額とする。 

８ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき価格に１０分の６を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３



○美瑛町都市計画税条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

第１条による改正（美瑛町都市計画税条例（昭和４７年美瑛町条例第１４号）） 

- 51 - 

新 旧 

（第１８項を除く。）又は 附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

９ 第２項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１８項を除く。）又は 附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

に満たない場合には、附則第７項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は 附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

９ 第２項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地

等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第

１９項を除く。）又は法附則第１５条から第１５条の３までの規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

に満たない場合には、附則第７項の規定にかかわらず、当該都市

計画税額とする。 

１０ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．６

以上０．７以下のものに係る平成３０年度から令和２年度までの

各年度分の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、

当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）
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を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７

を超えるものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は 附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額とする。 

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

１２ 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、

当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は 附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額とする。 

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が０．７

を超えるものに係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の都市計画税の額は、附則第７項の規定にかかわらず、当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

１０分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税額とする。 

（農地に対して課する平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の都市計画税の特例） 

１２ 農地に係る平成３０年度から令和２年度までの各年度分の都

市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、

当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第１９項を除く。）又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該

課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該

農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を
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超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。 

 

【略】 

 

１３ 【略】 

１４ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項ま

で、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第

３９項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第 

４８項          、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第 

６１条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条

第２項中「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は  

附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６１条」とする。 

１５ 【略】 

超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。 

 

【略】 

 

１３ 【略】 

１４ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項、第１９項、第

２１項から第２５項まで、第２７項、第２８項、第３２項、第 

３６項、第４０項、第４３項から第４５項まで若しくは第４８項

から第５０項まで、第１５条の２第２項又は第１５条の３    

の  の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条   

第２項中「又は第３４項」とあるのは「若しくは第３４項又は法

附則第１５条から第１５条の３まで        」とする。 

１５ 【略】 
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附 則 

１～１３ 【略】 

１４ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項ま

で、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第

３９項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第 

４８項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又

は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条か

ら第１５条の３まで若しくは第６３条」とする。 

１５ 【略】 

附 則 

１～１３ 【略】 

１４ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１８項から第２２項ま

で、第２４項、第２５項、第２９項、第３３項、第３７項から第

３９項まで、第４２項から第４４項まで、第４７項若しくは第 

４８項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６１条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又

は第３３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条か

ら第１５条の３まで若しくは第６１条」とする。 

１５ 【略】 
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美瑛町固定資産評価審査委員会条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政

運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用

に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第１６号）の施行に伴い、

本条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、次の改

正を行う。（第９条第２項の改正） 

（１）当該法律名が改正されたことに伴い、条文の整備を行うもの。 

（２）条項ずれが生じたため、条文の整備を行うもの。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条～第８条 【略】 

（書面審理） 

第９条 【略】 
２ 前項の規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進

等に関する法律  （平成１４年法律第１５１号）第６条第１項

の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明が

なされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたもの

とみなす。 

３～５ 【略】 

第１０条～第１７条 【略】 

                              

第１条～第８条 【略】 

（書面審理） 

第９条 【略】 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術

の利用に関する法律（平成１４年法律第１５１号）第３条第１項

の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して弁明が

なされた場合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたもの

とみなす。 

３～５ 【略】 

第１０条～第１７条 【略】 
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美瑛町手数料徴収条例の一部改正要旨 

 

 

１ 改正の要旨 

 情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行

政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令（令

和２年政令第１６３号）の施行に伴い、本条例の一部を改正するもの。 

 また、北海道建設部手数料条例の一部を改正する条例（令和２年北海道条例

第５３号）の施行に伴い、あわせて本条例の一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）個人番号の通知カードが廃止されることとなったため、通知カードの再

交付に係る手数料の規定を削除する。（別表の１５の項の削除） 

（２）北海道より権限移譲を受けている都市計画法に係る開発行為許可等の手

数料について、北海道建設部手数料条例の規定にあわせて改正する。（別表

の３３から３７の項及び３９の項の改正） 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条～第７条 【略】 

別表（第２条関係） 

手数料の種類 単位 金額 

１～１４ 【略】   

                      

１５ 個人番号カードの再交付 １枚につき ８００円 

１６～３１ 【略】   

３２ 開発行為許可申請  

（１） 主として自己の居住の用に供する住宅の建 

築の用に供する目的で行う開発行為 

開発行為をする土地の区域（以下

「開発区域」という。）の面積が

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタ

ール未満のとき 

 
１件につき ４９，０００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ９６，０００円 

 

  開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４０，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １９０，０００円 

 

 

 

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２４０，０００円 

 

  

第１条～第７条 【略】 

別表（第２条関係） 

手数料の種類 単位 金額 

１～１４ 【略】   

１５ 通知カードの再交付 １枚につき ５００円 

１６ 個人番号カードの再交付 １枚につき ８００円 

１７～３２ 【略】   

３３ 開発行為許可申請  

（１） 主として自己の居住の用に供する住宅の建 

築の用に供する目的で行う開発行為 

開発行為をする土地の区域（以下

「開発区域」という。）の面積が

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタ

ール未満のとき 

 
１件につき ５２，９００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ９９，５００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４６，２００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １９２，８００円 

 

 

 

開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２３９，４００円 
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新 旧 
  

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ３３０，０００円 

 

 （２） 主として、住宅以外の建築物で自己の業務

の用に供するものの建築又は自己の業務の用に

供する特定工作物の建設の用に供する目的で行

う開発行為 

開発区域の面積が０．３へクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

１件につき ７２，０００円 

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３０，０００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２２０，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２９０，０００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３７０，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ５２０，０００円 

 

（３） その他の開発行為 開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２１０，０００円 

 

  

  

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ３３５，２００円 

 

 （２） 主として、住宅以外の建築物で自己の業務

の用に供するものの建築又は自己の業務の用に

供する特定工作物の建設の用に供する目的で行

う開発行為 

開発区域の面積が０．３へクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

１件につき ７６，２００円 

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３６，８００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２２０，８００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２９５，４００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３７０，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ５２１，８００円 

 

（３） その他の開発行為 開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２１６，１００円 
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新 旧 
  

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８０，０００円 

 

 

 

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４２０，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５５０，０００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１０，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ９４０，０００円 

 

３３ 開発行為変更許可申請 

 

次に掲げる額を合算した額。ただ

し、その額が９４０，０００円を超え

るときは、９４０，０００円とする。 

（１） 主として自己の居住の用に供する住宅の建 

築の用に供する目的で行う開発行為に関する設 

計の変更（（４）に掲げるものを除く。） 

 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき １，２００円 

 開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２，６００円 

 

 開発区域の面積が０．３ヘクタール 

  

  

 

 

開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８６，０００円 

 

 

 

開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４２５，９００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５５６，５００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１５，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ９５０，７００円 

 

３４ 開発行為変更許可申請 

 

次に掲げる額を合算した額。ただ

し、その額が９５０，７００円を超え

るときは、９５０，７００円とする。 

（１） 主として自己の居住の用に供する住宅の建 

築の用に供する目的で行う開発行為に関する設 

計の変更（（４）に掲げるものを除く。） 

 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき １，６００円 

 開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３，０００円 

 

 開発区域の面積が０．３ヘクタール 

  



○美瑛町手数料徴収条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

- 61 - 

新 旧 
  

 以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４，９００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ９，６００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １９，０００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２４，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ３３，０００円 

 

（２） 主として、住宅以外の建築物で自己の業務 

の用に供するものの建築又は自己の業務の用に 

供する特定工作物の建設の用に供する目的で行 

う開発行為に関する設計の変更（（５）に掲げ 

るものを除く。） 

    

 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき １，７００円 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３，５００円 

 

  

  

 以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５，３００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １０，０００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４，６００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １９，３００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２３，９００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ３３，５００円 

 

（２） 主として、住宅以外の建築物で自己の業務 

の用に供するものの建築又は自己の業務の用に 

供する特定工作物の建設の用に供する目的で行 

う開発行為に関する設計の変更（（５）に掲げ 

るものを除く。） 

 

 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき ２，０００円 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３，９００円 
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新 旧 
  

 

 

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７，２００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３，０００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２２，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２９，０００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３７，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ５２，０００円 

 

 （３） その他の開発行為に関する設計の変更 

（（６）に掲げるものを除く。） 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき ９，６００円 

 開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４，０００円 

 

  

  

 

 

開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７，６００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３，７００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２２，１００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２９，５００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３７，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ５２，２００円 

 

 （３） その他の開発行為に関する設計の変更 

（（６）に掲げるものを除く。） 

開発区域の面積が０．１ヘクタール

未満のとき 

１件につき １０，０００円 

 開発区域の面積が０．１ヘクタール

以上０．３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １４，６００円 
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新 旧 
  

 開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２１，０００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８，０００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４２，０００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５５，０００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１，０００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ９４，０００円 

 

（４） 主として自己の居住の用に供する住宅の

建築の用に供する目的で行う開発行為に関す

る都市計画法第３０条第１項第１号から第４

号までに掲げる事項の変更（新たな土地の開

発区域への編入に係るものに限る。） 

 

 

 

新たに編入される開発区域の面積

（以下「編入面積」という。）が

０．１ヘクタール未満のとき 

１件につき １１，０００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき ２５，０００円 

  

  

 開発区域の面積が０．３ヘクタール

以上０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２１，６００円 

 

 開発区域の面積が０．６ヘクタール

以上１ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８，６００円 

 

 開発区域の面積が１ヘクタール以上

３ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４２，６００円 

 

 開発区域の面積が３ヘクタール以上

６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５５，６００円 

 

 開発区域の面積が６ヘクタール以上

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１，５００円 

 

 開発区域の面積が１０ヘクタール以

上のとき 

 
１件につき ９５，１００円 

 

（４） 主として自己の居住の用に供する住宅の

建築の用に供する目的で行う開発行為に関す

る都市計画法第３０条第１項第１号から第４

号までに掲げる事項の変更（新たな土地の開

発区域への編入に係るものに限る。） 

 

 

 

新たに編入される開発区域の面積

（以下「編入面積」という。）が

０．１ヘクタール未満のとき 

１件につき １３，０００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき ２７，０００円 
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新 旧 
  

 編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ４８，０００円 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ９４，０００円 

 

 編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき １４０，０００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき １９０，０００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２３０，０００円 

 

 

 

編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ３３０，０００円 

 

 （５） 主として住宅以外の建築物で自己の業務の 

用に供するものの建築又は自己の業務の用に供 

する特定工作物の建設の用に供する目的で行う 

開発行為に関する都市計画法第３０条第１項第 

１号から第４号までに掲げる事項の変更（新た 

な土地の開発区域への編入に係るものに限 

る。） 

 

編入面積が０．１ヘクタール未満の

とき 

１件につき １５，０００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき ３４，０００円 

  

  

 

 

編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ５０，３００円 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ９７，０００円 

 

 編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき １４３，６００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき １９０，２００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２３６，８００円 

 

 

 

編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ３３０，１００円 

 

 （５） 主として住宅以外の建築物で自己の業務の 

用に供するものの建築又は自己の業務の用に供 

する特定工作物の建設の用に供する目的で行う 

開発行為に関する都市計画法第３０条第１項第 

１号から第４号までに掲げる事項の変更（新た 

な土地の開発区域への編入に係るものに限 

る。） 

    

編入面積が０．１ヘクタール未満の

とき 

１件につき １７，７００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき ３６，３００円 
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新 旧 
 

 

 

編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１，０００円 

 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３０，０００円 

 

 

 

編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ２２０，０００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ２９０，０００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３６０，０００円 

 

 編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ５１０，０００円 

 

（６） その他の目的で行う開発行為に関する新た 

な土地の開発区域への編入に係る都市計画法第 

３０条第１項第１号から第４号までに掲げる事 

項の変更（新たな土地の開発区域への編入に 

係るものに限る。） 

 

 

 

編入面積が０．１ヘクタール未満の

とき 

１件につき ９４，０００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき １４０，０００円 

  

  

 編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７３，６００円 

 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき １３４，３００円 

 

 

 

編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ２１８，２００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ２９２，８００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ３６７，４００円 

 

 編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ５１６，６００円 

 

（６） その他の目的で行う開発行為に関する新た 

な土地の開発区域への編入に係る都市計画法第 

３０条第１項第１号から第４号までに掲げる事 

項の変更（新たな土地の開発区域への編入に 

係るものに限る。） 

 

 

 

編入面積が０．１ヘクタール未満の

とき 

１件につき ９７，０００円 

編入面積が０．１ヘクタール以上

０．３ヘクタール未満のとき 

１件につき １４３，６００円 
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新 旧 
  

 編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

１件につき ２１０，０００円 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８０，０００円 

 

 編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ４２０，０００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ５５０，０００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１０，０００円 

 

 編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ９４０，０００円 

 

(７) その他の変更 

 

１件につき １１，０００円 

 

３４ 用途地域の定められていない土地の区域内にお

ける建築物建築特例許可申請 
１件につき ５０，０００円 

３５ 予定建築物等以外の建築等許可申請 １件につき ２９，０００円 

  

  

 編入面積が０．３ヘクタール以上

０．６ヘクタール未満のとき 

１件につき ２１３，５００円 

 編入面積が０．６ヘクタール以上１

ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ２８３，５００円 

 

 編入面積が１ヘクタール以上３ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ４２３，３００円 

 

 編入面積が３ヘクタール以上６ヘク

タール未満のとき 

 
１件につき ５５３，９００円 

 

 編入面積が６ヘクタール以上 

１０ヘクタール未満のとき 

 
１件につき ７１２，４００円 

 

 編入面積が１０ヘクタール以上のと

き 

 
１件につき ９４５，６００円 

 

(７) その他の変更 

 

１件につき １１，９００円 

 

３５ 用途地域の定められていない土地の区域内にお

ける建築物建築特例許可申請 
１件につき ５２，７００円 

３６ 予定建築物等以外の建築等許可申請 １件につき ３１，７００円 
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新 旧 

  

３６ 開発許可を受けた地位の承継承認申請  

(１) ～（２） 【略】  

(３) その他のとき １件につき １９，０００円 

３７ 【略】  

３８ 都市計画法適合証の交付 １件につき ４，７００円 

３９～４０ 【略】  

備考 【略】 

 

 

３７ 開発許可を受けた地位の承継承認申請  

(１) ～（２） 【略】  

(３) その他のとき １件につき １８，７００円 

３８ 【略】  

３９ 都市計画法適合証の交付 １件につき ４，６６０円 

４０～４１ 【略】  

備考 【略】 
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美瑛町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す 

る基準を定める条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援

施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和２年内閣府令第 

３３号。以下「府令」という。）の施行に伴い、本条例の一部を改正するも 

の。 

 

２ 改正の概要  

町の認可を受けた特定地域型保育事業者は、保育の提供の終了に際して必要

な教育・保育が継続的に提供されるよう、受入先となる連携施設（認定こども

園、幼稚園又は保育所）を確保しなければならないことが第４２条第１項第３

号で規定されているが、町が引き続き必要な教育・保育を提供できるよう必要

な措置を講じているときは、この規定を適用しないこととすることができると

府令に規定されたため、第４２条第４項及び第５項を改正する。 

  

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条～第４１条 【略】 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 町長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。            

                       

（１） 町長が、児童福祉法第２４条第３項の規定による調整を行

うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の

提供を受けていた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱

う措置その他の特定地域型保育事業者による特定地域型保育の

提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教 

  育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

（２） 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に

係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に

該当する場合を除く。）。 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、特定

地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限 

る。）であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければなら

ない。 

（１）～（２） 【略】 

第１条～第４１条 【略】 

 （特定教育・保育施設等との連携） 

第４２条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 町長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事

項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同

号の規定を適用しないこととすることができる。 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

               

５ 前項                の場合において、特定

地域型保育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限 

る。）であって、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げ

る事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければなら

ない。 

（１）～（２） 【略】 
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新 旧 

６～９ 【略】 

第４３条～第５３条 【略】 

 

６～９ 【略】 

第４３条～第５３条 【略】  
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美瑛町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条 

例の一部改正要旨  

 

１ 改正の要旨 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和

２年厚生労働省令第４０号。以下「省令」という。）の施行に伴い、本条例の

一部を改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

（１）町の認可を受けた家庭的保育事業者は、保育の提供の終了に際して必要

な教育・保育が継続的に提供されるよう、受入先となる連携施設（認定こ

ども園、幼稚園又は保育所）を確保しなければならないことが第６条第１

項で規定されているが、町が引き続き必要な教育・保育を提供できるよう

必要な措置を講じているときは、この規定を適用しないこととすることが

できると省令に規定されたため、第６条第４項及び第５項を改正する。 

（２）児童福祉法の改正に伴い条項ずれが生じたため、第２３条第２項第２号

を改正する。 

（３）第３７条第４号に規定する保育の条件として、「保護者の疾病、疲労そ

の他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を

養育することが困難な場合」を加える。 

 

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条～第５条 【略】 

 （保育所等との連携） 

第６条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 町長は、次のいずれかに該当するときは、第１項第３号の規定

を適用しないこととすることができる。            

                      

（１） 町長が、法第２４条第３項の規定による調整を行うに当た

って、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用

乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等に

よる保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必

要な措置を講じているとき。 

（２） 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係

る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき（前号に

該当する場合を除く。）。 

５ 前項（第２号に該当する場合に限る。）の場合において、家庭

的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であっ

て、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

第７条～第２２条 【略】 

 （職員） 

第２３条 【略】 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保

第１条～第５条 【略】 

 （保育所等との連携） 

第６条 【略】 

２～３ 【略】 

４ 町長は、家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項

に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、同号 

の規定を適用しないこととすることができる。 

                               

                               

                               

                               

                               

                

                               

                               

               

５ 前項                の場合において、家庭

的保育事業者等は、法第５９条第１項に規定する施設のうち、次

に掲げるもの（入所定員が２０人以上のものに限る。）であっ

て、町長が適当と認めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る

連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。 

第７条～第２２条 【略】 

 （職員） 

第２３条 【略】 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保
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新 旧 

育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

（２） 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号の

いずれにも該当しない者 

３ 【略】 

第２４条～第３６条 【略】 

 （居宅訪問型保育事業） 

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供

するものとする。 

（１）～（３） 【略】 

（４） 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）第６条第５項に規定する母子家庭等をい

う。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合

又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境

上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場

合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、

居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が認める乳幼児に

対する保育 

第３８条～第４９条 【略】 

   

 

育者をいう。以下同じ。）は、町長が行う研修（町長が指定する

都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了した保育

士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると町長が認める

者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

（１） 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者 

（２） 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第４号の

いずれにも該当しない者 

３ 【略】 

第２４条～第３６条 【略】 

 （居宅訪問型保育事業） 

第３７条 居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供

するものとする。 

（１）～（３） 【略】 

（４） 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年

法律第１２９号）第６条第５項に規定する母子家庭等をい 

う。）の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合 

                             

                             

 への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、

居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと町が認める乳幼児に

対する保育 

第３８条～第４９条 【略】 
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美瑛町へき地保育所条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

 平成３０年度から休所している美馬牛へき地保育所は、今後保育を再開する

見込みがなく、閉所について地域との協議が整ったことから、本条例の一部を

改正するもの。 

 

２ 改正の概要 

 第２条の表中「美瑛町立美馬牛へき地保育所」の項を削除する。 

  

３ 施行期日 

公布の日から施行する。 
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新 旧 

第１条 【略】 

（名称、位置及び定員） 

第２条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりと

する。 

第３条～第１４条 【略】 

名 称 位 置 入所定員 

美瑛町立旭へき地保育所 美瑛町字旭 ３０名 

美瑛町立朗根内へき地保育所 美瑛町字朗根内 ３０名 

              
            

       
      

美瑛町立美沢へき地保育所 美瑛町字美沢 ３０名 

美瑛町立下宇莫別へき地保育所 美瑛町字下宇莫別 ３０名 

美瑛町立美田へき地保育所 美瑛町字美田 ３０名 

美瑛町立ルベシベへき地保育所 美瑛町字瑠辺蘂 ３０名 

美瑛町立置杵牛へき地保育所 美瑛町字置杵牛 ３０名 

第１条 【略】 

（名称、位置及び定員） 

第２条 へき地保育所の名称、位置及び入所定員は、次のとおりと

する。 

第３条～第１４条 【略】 

名 称 位 置 入所定員 

美瑛町立旭へき地保育所 美瑛町字旭 ３０名 

美瑛町立朗根内へき地保育所 美瑛町字朗根内 ３０名 

美瑛町立美馬牛へき地保育所 
美瑛町美馬牛北３

丁目４番４号 
３０名 

美瑛町立美沢へき地保育所 美瑛町字美沢 ３０名 

美瑛町立下宇莫別へき地保育所 美瑛町字下宇莫別 ３０名 

美瑛町立美田へき地保育所 美瑛町字美田 ３０名 

美瑛町立ルベシベへき地保育所 美瑛町字瑠辺蘂 ３０名 

美瑛町立置杵牛へき地保育所 美瑛町字置杵牛 ３０名 
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美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定 

める条例の一部改正要旨 

 

１ 改正の要旨 

 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

（令和２年厚生労働省令第２１号）の施行に伴い、本条例の一部を改正するも

の。 

 

２ 改正の概要 

放課後児童支援員認定資格研修について、中核市の長も実施することができ

ることになったため、第１０条第３項に当該規定を追加する。 

 

３ 施行期日 

 公布の日から施行する。 



○美瑛町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 新旧対照表 
                                                            令 和 ２ 年 ６ 月 １ ８ 日 
                                                            第４回美瑛町議会定例会資料 

- 77 - 

新 旧 

第１条～第９条 【略】 

 （職員） 

第１０条 【略】 

２ 【略】 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市若しくは同法第２５２条の２２

第１項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならな

い。 

（１）～（１０） 【略】 

４～５ 【略】 

第１１条～第２２条 【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条～第９条 【略】 

（職員） 

第１０条 【略】 

２ 【略】 

３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であっ

て、都道府県知事又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の１９第１項の指定都市                   

        の長が行う研修を修了したものでなければならな

い。 

（１）～（１０） 【略】 

４～５ 【略】 

第１１条～第２２条 【略】 

 

 


